
 

令和７年 12 月 19 日 

 

長浜市議会議長 伊藤 喜久雄 様 

 

長浜市議会活性化検討委員会 

委員長 押谷 正春 

 

議会活性化検討委員会検討結果報告 

 

下記の課題について、議会活性化検討委員会で検討した結果を報告いたします。 

本検討結果並びに具体的な対応に基づき、さらに議会活性化を推進されるよう進言いたし

ます。 

 

記 

 

１ 正副議長の任期（２年制）について 

 

  



１ 正副議長の任期（２年制）について 

（１）議会活性化検討委員会の検討結果 

検討結果 

正副議長の任期（２年制）について、検討した結果を報告します。 

 

１．結論 

正副議長の任期（２年制）を導入する。 

なお、任期に関わらず、任期途中での辞職は妨げない。この場合における後任者の

任期は、前任者の残任期間とする。 

導入時期は、令和８年８月から適用する。 

 

２．検討の中で出てきた意見等 

・必ずしも 1 年制では議長が成果をあげられないというわけではないことから、現

時点では今のまま１年制で良いのではないか。 

・正副議長とも２年制とするのではなく、議長は２年制、副議長は１年制としてはど

うか。 

 

具体的な対応 

上記の検討結果に基づいて、長浜市議会申し合わせ事項を、別紙案のとおり改正

することを求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○長浜市議会 議会運営等に関する申し合わせ事項の一部改正  

新旧対照表                                   

新 旧 

○長浜市議会 議会運営等に関する申し合わせ事

項 

○長浜市議会 議会運営等に関する申し合わせ事

項 

 平成18年２月13日  

 最終改正 

 令和７年５月23日  

 長浜市議会 議会運営等に関する申し合わせ事項 

  

 １ 総則 

 （１）～（５）略 

 ２ 議案及び動議 

 （１）～（４）略 

３ 選挙 ３ 選挙 

（１）略 （１）略 

（２）正副議長選挙 （２）正副議長選挙 

①～② 略 ①～② 略 

③正副議長の任期は２年とする。但し、再任は妨

げない。 

③正副議長の任期は１年とする。但し、再任は妨

げない。 

 ④任期に関わらず、任期途中での辞職は妨げな

い。この場合における後任者の任期は、前任者の

残任期間とする。 

（新規） 

 附 則 

 この改正は、令和８年８月〇日から適用する。 

 

 


